




 

 

  



 

 

被害者は世界で数千人～１万人 

サリドマイドは、鎮静・催眠薬として 1957 年にドイツで最初

に発売され、世界 40 カ国以上で販売されました。しかし、この薬

には、妊娠初期に服用すると胎児の手／足／耳／内臓などに奇形

を起こす副作用（催奇形性）があったのです。サリドマイドの催

奇形性により、世界で数千人～1 万人、日本で約千人の胎児が被

害にあったと推定されています（死産を含む）。日本では生存した

309 人の被害者が認定されています。 
 

「完全無毒」、「妊婦にも安心」などの謳い文句で宣伝 

 日本では、大日本製薬（現在、住友ファーマ）が、睡眠薬「イ

ソミン」としてサリドマイド剤を発売しました（1958 年）。また、

胃腸薬「プロバン M」にも配合して販売しました（1960 年）。わ

ずか 1 時間半の簡易な審査で承認され、製薬会社は「完全無毒」、

「妊婦にも安心」などの謳い文句で宣伝しましたが、これは結果

的に事実とは異なるものでした。 
 

レンツ警告を無視 

ドイツの小児科医・人類遺伝学者であるレンツ博士は、1961 年 11 月、ドイツで多発し

ている奇形の原因としてサリドマイド剤が疑われることを警告しました。欧州諸国では直

ちに販売が中止されましたが、日本の厚生省と製薬会社はこの警告を無視し何の対策も取

りませんでした。それどころか、製薬会社は宣伝の主力を胃腸薬「プロバンＭ」に切り替

えました。その結果、多くの妊婦がつわり止めとしてこの薬を服用することになりました。

日本での販売停止は欧州から 10 ヶ月遅れの 1962 年 9 月で、販売停止後も製剤の回収が不

十分でした。販売停止の遅れと回収の不徹底により被害児の数は倍増しました。 
 
日本でのサリドマイド被害者の出生年 

生年 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1969 計 

出生数    12    25    58   162    47     4     1    309 

 

訴訟の和解といしずえの設立 

 国と製薬会社は当初、薬と奇形の因果関係も責任も認めなかったため、被害者家族は訴

訟を起こしました。1974 年に国と製薬会社はついに因果関係と責任を認め、訴訟は和解と

いう形で終結しました。被害者家族は被害児への恒久的な福祉対策の実現を求め、同年、

サリドマイド被害者の福祉センターとして「いしずえ」が設立されました。 

サリドマイド薬害

 

 



 

 

 

全身に及ぶ障害 

サリドマイドによる障害は、主に上肢障害と聴

覚障害に分けられますが、下肢に障害がある被害

者もいます。上肢障害は腕が短い、指の本数が足

りない、親指が未発達などです。聴覚障害では耳

の奇形に顔面神経の不全麻痺や斜視を伴うこと

が多く、難聴に加えて顔の表情が作りづらい、物

を見づらいハンディを負っています。 
サリドマイドの影響は、手や耳に限らず内臓を含む全身に及んでいます。また、股関節

に異常のある被害者が少なからずいます。以前から心臓の奇形などを持つ場合があること

が分かっていましたが、その後、盲腸や胆のうがないケースがあることが分かりました。

顎（あご）の発達が不十分で噛み合わせが悪い被害者もいます。さらに、最近の調査で血

管が細い、重要な血管の欠損などの異常が見つかっています。 

 

多発する二次障害 

サリドマイド被害者は、幼少の頃から、身体にハンディがあっても日常生活・社会生活

を健常者と同じように送ろうと努力を重ねてきました。しかし、手や耳の障害を補うため

に全身を使って動作を行い、また高い集中力を保つことが必要でした。現在、ほとんどの

サリドマイド被害者は 60 歳前後となり、これまで無理を重ねてきた影響が現れています。

首・肩・背中・腰のコリや痛み、腕の痛み、手のしびれ、股関節の痛み、耳鳴り、視力低

下や目が見づらいなどです。サリドマイド被害に伴う二次障害ともいうべき症状が多発し

ているのです。 

 

増える生活上の困難 

二次障害のために、フルタイムで働くのが困難、早期退職を余儀なくされた、といった

ケースが少なくありません。家事労働についても困難なことが増えています（エアコン・

換気扇・浴室などの清掃、食器洗いなど）。医療費のほかマッサージ費用、家事代行その他

の経済的な負担が重くなっています。 
 

今後の課題 

被害者が医療と福祉のサービスを安心して最小限の負担で受けられる体制作りが課題で

す。今後の介護保険サービスの利用保障も課題です。 

  

サリドマイド被害者の障害  

サリドマイド被害者の障害のタイプ 

  主に手に障害がある 246人 

  主に聴覚に障害がある   82人 

  重複している  19人 

計（246＋82－19） 309人 

 



 

 

 

かつて睡眠薬・胃腸薬として販売されたサリドマイドに新たな効果が見つかり、日本で

は 2008 年にサリドマイド剤の製造販売が再び承認されました（商品名「サレドⓇ」）。この

薬は現在、多発性骨髄腫（血液のがんの一種）、ハンセン病（らい性結節性紅斑）などの治

療に使われています。さらに、サリドマイドの類似薬であるレナリドミド（商品名「レブ

ラミドⓇ」）、およびポマリドミド（商品名「ポマリストⓇ」）が、多発性骨髄腫等の治療薬

として承認され使用されています。ブラジルでは、ハンセン病治療薬としてサリドマイド

剤が 1965 年に復活し、新たな被害児が 120 人以上も生まれています。日本では新たな被

害防止のために、これらの薬の安全管理システムが構築・運用されています。 

 

 

 

 

「いしずえ」では、サリドマイド被害者の支援を中心に、障害者福祉の向上および薬害

防止のための取り組みを行っています。1974 年に財団法人として設立され、2013 年度か

らは公益財団法人として、以下の事業を実施しています。 
１）公益目的事業 
①サリドマイド被害者の支援 
・相談事業、自立支援、健康管理（健診等）、医療・生活自立のための助成 
②サリドマイド被害者への年金支給 
③障害者福祉の向上 
④薬害防止 
・政策等の提言、教育・啓発（講師派遣など） 
２）その他の事業 
・サイドマイド被害者（海外の被害者を含む）の交流・情報交換促進 
・他の薬害被害者団体との情報交換・連携：「全国薬害被害者団体連絡協議会」への参加 
 

 

 

 

サリドマイド被害者を支えるために、

医療、福祉の両面からの支援が必要です。

また、薬害防止の取り組みが重要です。

皆様のお力添えご支援をお願いいたしま

す。 

サリドマイドの復活  

いしずえの取り組み  

ご支援のお願い  問い合わせ先 

公益財団法人いしずえ 

〒153-0063 東京都目黒区目黒 1-9-19 
電話 03-5437-5491（火～土、9:30-17:30） 
FAX 03-5437-5492 
Ｅメール： ishizue@qa2.so-net.ne.jp 
ホームページ：http://ishizue-twc.or.jp/ 

「いしずえ」「サリドマイド」で検索 


